
【公式通知No6】

競技⾧ 加納 崇一

審査委員⾧ 高橋 浩子 審査委員 槙田 龍史 審査委員 船越 潤

以上

特別規則書第１８条に基づき、Car No24の参加者
Ahead Japan Racing Teamに以下の罰金を科す。

・遅延到着の罰金
１０，０００円

9:15時刻：2024年4月13日発行日：

1.06文書番号：公式通知No6主題：

大会事務局発行者：Car No24の参加者
Ahead Japan Racing Team

宛先：

なし添付書類：1ページページ数：


